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       令和元年第２回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    令和元年６月２７日（木） 

        午後３時３０分から午後５時００分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 ４階 教育委員会室 

 

出席委員    教育長      山下 由行 

        教育長職務代理者 今井 智一 

        委 員      松山 顕子 

        委 員      野口 喜代美 

        委 員      山𦚰 秀錬 

         

事務局出席者  教育部長 平尾 忠浩 

理事（管理担当） 平井 茂治 

次長（管理担当） 西出 幸司 

次長（学校教育担当）        井用 重喜 

次長（社会教育・歴史文化財担当） 奥田 邦彦 

教育総務課長  伴  統子 

学校教育課長 福井 篤子 

社会教育スポーツ課長 

（公民館・図書館統括担当）     富田 源一 

歴史文化財課長           吉川 寛 

社会教育スポーツ課参事       田中 厚司 

人権推進課参事           秀熊 いさ子 

教育総務課長補佐(総務企画担当)   中井 さおり 

教育総務課総務企画係長 菊田 初美 

書記      歴史文化財課長補佐 粂田 美佐登 
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議決・報告事項は次のとおりである。 

 １．会議録の承認 

  （１）令和元年第１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

２．報告事項 

（１）６月 教育長 教育行政報告 

（２）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報告について 

（３）甲賀市青少年活動安全誓いの日関連事業について 

 

３．協議事項 

（１）議案第６１号 甲賀市国際交流員等住居費補助金交付要綱の制定につい

て 

（２）議案第６２号 甲賀市保育園及び認定こども園実施計画検討協議会設置

要綱の一部を改正する要綱の制定について 

（３）議案第６３号 甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正す

る要綱の制定について 

（４）議案第６４号 甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

の一部を改正する要綱の制定について 

（５）議案第６５号 甲賀市少年補導委員の委嘱について 

（６）議案第６６号 甲賀市文化のまちづくり審議会委員の委嘱について 

（７）議案第６７号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２５号 水口東・岩上保育園統合認定こども

園実施計画検討協議会委員の解嘱について） 

（８）議案第６８号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２７号 水口東・岩上保育園統合認定こども

園実施計画検討協議会委員の委嘱について） 

（９）議案第６９号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２６号 伴谷幼稚園・伴谷保育園統合認定こ

ども園実施計画検討協議会委員の解嘱について） 

（１０）議案第７０号 臨時代理につき承認を求めることについて 
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          （臨時代理第２８号 甲賀市学校給食センター運営委員会 

委員の委嘱について） 

（１１）議案第７１号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第２９号 甲賀市スポーツ推進委員の委嘱につ 

いて） 

（１２）議案第７２号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３０号 甲賀市スポーツ推進審議会委員の解 

嘱について） 

（１３）議案第７３号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３３号 甲賀市スポーツ推進審議会委員の委 

嘱について） 

 （１４）議案第７４号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３１号 甲賀市少年センター協議会委員の解 

嘱について） 

（１５）議案第７５号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３４号 甲賀市少年センター協議会委員の委 

嘱について） 

（１６）議案第７６号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３２号 甲賀市青少年自然体験活動推進委員 

会委員の解嘱について） 

（１７）議案第７７号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（臨時代理第３５号 甲賀市青少年自然体験活動推進委員 

会委員の委嘱について） 

  

４．その他、連絡事項など 

（１）令和元年度（２０１９年度）甲賀市人権教育連続セミナーの開催について 

（２）令和元年第３回（７月定例）甲賀市教育委員会について 

（３）令和元年第３回甲賀市教育委員会委員協議会について 
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◎教育委員会会議 

   〔開会 午後３時３０分〕 

 

管理担当次長 皆さん、こんにちは。それでは、ただ今から令和元年第２回甲賀市 

教育委員会定例会を開催させていただきます。まず、はじめに市民憲 

章の唱和を行います。皆様ご起立願います。 

       （一同 市民憲章唱和） 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席ください。 

       それでは、山下教育長からご挨拶をいただきまして、引き続き議事 

の進行をお願いいたします。 

教育長    皆さんこんにちは。教育委員会定例会開会にあたり一言ご挨拶を申 

し上げます。昨日、関西地方ではやっと梅雨に入ったと報道されまし 

た。約６０年ぶりに更新した観察史上最も遅い梅雨入りだそうであり 

ます。熱帯低気圧から台風に発達しそうだとも言われており、これか 

らの天気の変化に十分注意を払っていただきますようお願いいたしま 

す。 

さて、６月８日（土）にあいこうか市民ホールにて甲賀市ユースブ

ラスフェスティバル２０１９が開催されました。今年で、１０年目の

記念の年となる事業でありました。水口ロータリークラブのご支援の

下、市内の市立６中学校の吹奏楽部と県立水口東中学校、さらにはお

隣の日野中学校吹奏楽部の友情出演もあり、盛大な発表の場となりま

した。このイベントの立ち上げについて、当時のロータリークラブの

役員さんからご相談を受けたことがあり、私にとっても思い出深い事

業であります。今年は、甲賀市縁の音楽家や、プロの演奏家による特

別演奏もありました。その中でも、中学生発表のフィナーレは、毎年

の取組ではありますが、一番盛り上がり感動的であります。中学３年

生の合同演奏と１、２年生全員による合唱が披露されます。迫力ある

演奏と澄んだ中学生の歌声がホールいっぱいに広がり、圧巻であり、

聴いている観客を魅了します。こんなに多くの甲賀市の子どもたちが

音楽を愛し、打ち込んでいてくれることに、本当にうれしくなりまし
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た。まだご覧になっておられない方は、来年は是非、会場まで足を運

んでいただければと思います。今後は、さらに大人の楽団が生まれた

り、甲賀市が吹奏楽のメッカと言われるようにならないかと期待を寄

せているところです。 

もう一点、本日午前中に土山小学校へ行かせていただきました。昨

年度、土山小学校の創立１４５周年を記念する事業が行われたのです

が、それを契機に土山山林財産区と株式会社土山木協の皆様方が、小

学校に自転車駐輪場と茶園を寄贈していただきました。自転車駐輪場

と言いましても木造の素晴らしい建物でありましたし、茶園は子ども

たちが苗から育て茶園にしていけるように整えられていました。土山

の地場産業である木材とお茶を子どもたちに伝えていこうという地域

の皆様の思いがこもった寄贈品でありました。 

本日は市からの感謝状をお渡しさせていただいたのですが、その中

で、代表の方は「土山小学校は私を育てていただいた場所であり、自

分の子どもも卒業させていただき、また孫もお世話になっている場所

です。みんなにとってかけがえの無い母校ですから、私たちは学校の

ためなら出来ることは精一杯やっていこうと思っています」と話して

くださいました。まさに学校が地域に支えられていることを強く感じ

させていただきました。ありがたいことであると心から思ったところ

です。 

それでは、挨拶はここまでとさせていただき、次第に従い会議を進

めさせていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

教育長    それでは、次第に基づきまして、議事に入らせていただきます。よ 

ろしくお願いします。  

  はじめに１．会議録の承認（１）令和元年第１回甲賀市教育委員会 

（定例会）会議録の承認について、資料１でございます。会議録につ 

いては、事前に委員の皆様方のお手元に配付させていただいておりま 

す。何かご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご質問等ございませんので、ただ今の（１）令和元年第１回 
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甲賀市教育委員会（定例会）会議録の承認については、原案どおり承 

認することとします。 

教育長    それでは、２．報告事項に移らせていただきます。 

（１）６月教育長教育行政報告を資料２に基づき、以下の５件につ 

いて報告いたします。 

 まず 1 件目は、６月１日(土)から２日(日)にかけて愛知県で行われ

ました第７０回全国植樹祭についてであります。会場の一番前の席で

天皇皇后両陛下のお手植えお手撒きを始め、子どもたちの演技など式

典の一部始終を見ることが出来たことは幸せなことでありました。１

万人を超える人が整然と行動しておられ、会場の準備も細かなところ

にも配慮されておりました。令和３年に第７２回全国植樹祭を開催す

る滋賀県や甲賀市の責任を重く感じたところでした。 

 ２件目は、６日（木）から始まりました第１回甲賀市議会定例会に

ついてであります。詳細は市議会定例会がすべて終了した時点で詳し

くご報告をさせていただきますが、少し一般質問についてご報告させ

ていただきます。今回は９名の議員よりご質問をいただきました。質

問の内容といたしましては、プログラミング教育の進め方、熱中症対

策、食品ロス問題と教育、歴史文化まちづくり法の有効性、通学の安

全対策、皇室や元号の指導、放射線副読本、ゴルフ振興、学校の電気

使用料の削減、幼保小中学校再編計画の進捗状況と今後の方向性につ

いて等でありました。また、教育委員会議の内容の公開のあり方につ

いてもご意見を賜りました。 

 ３件目は１５日（土）に甲賀市まちづくり活動センターまるーむで

開催されました第９回かふか２１子ども未来会議子ども議員任命式に

ついてであります。今年は２４名の児童生徒が子ども議員として任命

を受けました。これまでに経験した子どもも何人か含まれており、意

欲的に参加してくれていることをうれしく思いました。また、高校生

になった元子ども議員がサポートスタッフとして参加してくれていた
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ことも、事業の連続性という意味で大変素晴らしいことであると思い

ました。まるーむという市民活動を支援する場所で開催されたことも

重ねて意味あることだと感じたところです。子どもたちが、未来の甲

賀市を背負ってくれることに大きな期待を寄せています。 

 ４件目は２２日(土)に土山体育館で開催しました金の卵プロジェク

トについてであります。今回は滋賀レイクスターズの現役プロバスケ

ットボール選手やコーチの方をお招きして、小中学生にバスケットボ

ールクリニックを行っていただきました。小中学生、併せて約１００

名の参加者があり、指導者の巧みなリードで子どもたちが一生懸命練

習に打ち込んでいました。選手が見せてくれたダンクシュートに大き

な拍手が送られていました。滋賀レイクスターズはこの体育館でバス

ケットスクールも開催していただいており、市内のバスケットボール

の振興にもご協力をいただいているところです。 

 最後は、翌２３日(日)にあいの土山文化ホールにて第２８回鈴鹿馬

子唄全国大会を開催させていただきました。一般の部参加者７４名、

少年少女の部３１名でありました。審査員の一人でもある民謡歌手の

成世昌平先生や鈴鹿馬子唄保存会のご協力により、毎年、土山地域の

小中学校で鈴鹿馬子唄学習塾を開催していただいております。今年は

学校の取組もあり、昨年より多い参加者を得ることが出来ました。し

かし、主催者として観客や一般参加者をさらに増やす工夫が必要であ

ると感じたところです。市内からも入賞者がおられたことはうれしい

ことでした。 

以上、６月の教育長教育行政報告とさせていただきます。 

教育長    ただ今の（１）６月教育長教育行政報告について、何かご意見、ご

質問等ございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問、ご意見等ございませんので、（１）６月教育長 

教育行政報告については、報告事項として終わらせていただきます。 
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教育長    続きまして、（２）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状

況報告について、資料３に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは、（２）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況

報告について、資料３に基づきまして説明させていただきます。 

   （以下、資料３により報告） 

教育長    ただ今の（２）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報

告について、何かご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 第３回朝宮学区保育園・小学校再編検討協議会で作成された広

報チラシは、誰に対してのどのような内容でしょうか。 

教育総務課長 朝宮学区保育園・小学校再編検討協議会から協議会だよりとして、

区民の皆様に発行されるチラシです。内容については協議会も合意さ

れているもので、７月１日付けで区民の皆様にお配りする予定となっ

ています。 

教育長    会議の参加者だけでなく、区民のすべての方に協議会の内容を分か

っていただけるよう作成されました。 

委員     同じく第３回朝宮学区保育園・小学校再編検討協議会でワークショ

ップを実施されたようですが、事務局または協議会から提案されたも

のですか。 

教育総務課長 再編計画自体が子どもたちのより良い保育・教育環境を提供するた

めに策定したもので、再編検討協議会は皆さんの思いを語り合ってい

ただく場です。人数が多いと個人の意見が言いにくいので、班に分か

れ少人数の中で、地域での保育・教育環境を良くしていくにはどうし

たら良いかを話し合っていただこうということで実施しました。 

教育長    再編につきましては、市議会で、今後の進捗について、教育委員会

としては、今年度内にすべての地域で何らかの方向性を見出していた

だくよう働きかけをしていくと言っておりますので、その辺のところ

が可能なのかどうかと質問をいただいたところです。協議会がまだ立

ち上がっていない地域については、出来るだけ早く地域の方々のご意

見を集約出来るような方向性をということで、自治振興会や区長さん

等に働きかけをしていこうと担当で動いてもらっているところです。 
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委員     教育委員会としては、早い段階ですべての地区で協議会を立ち上げ

ることを目標とされていますが、具体的な方針はないのですか。教育

委員会で学校再編はこうあるべきだと考えるので、こうした方が良い

という考えはなく、協議会を立ち上げることが方針となっているので

すか。 

教育長    再編計画があり、それを基本計画として持っておりますので、再編

検討協議会の初回時などに、今後の子ども数の推移などのデータを出

しながら再編計画の必要性について、教育委員会から説明させていた

だき、それを基にして各地域で話し合っていただくようにしています。

教育委員会としては当初の計画がありますので、各地域で再編しない

という回答を出された時に、再編計画を変更していくのかという質問

をいただいたりもしていますが、計画は変えません。統合しないとい

う地域があったとしても、その地域を除いた地域で統合するというこ

とではなく、地域の規模など状況を考え、計画のままいきたいと考え

ています。それぞれの地域の中で賛同いただけない地域についても、

今後の状況を見ながら、地域の思いを尊重しながらも最終目指してい

きたいのは再編計画であり、根本的に変えることはしないで、粘り強

く進めていこうと考えているところです。ただ、再編計画では、一つ

に統合する時に設置の場所については明確化されていません。しかし、

再編の基本計画として出していますので、そこはぶれずに対応してい

きたいと考えています。 

教育長    他にご意見ご質問等はございませんでしょうか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご意見、ご質問等ございませんので（２）甲賀市幼保・

小中学校再編計画（基本計画）状況報告については、報告事項として

終わらせていただきます。 

教育長    続きまして、（３）甲賀市青少年活動安全誓いの日関連事業につい

て、資料４に基づき説明をお願いします。 

社会教育スポーツ課参事 それでは、（３）甲賀市青少年活動安全誓いの日関連事

業について、資料４に基づきまして報告させていただきます。 
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（以下、資料４により報告） 

教育長    ただ今の（３）甲賀市青少年活動安全誓いの日関連事業について、

何かご質問等ございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問ご意見等ございませんので、（３）甲賀市青少年

活動安全誓いの日関連事業については報告事項として終わらせていた

だきます。 

教育長    それでは、３．協議事項に移らせていただきます。 

議案第６１号甲賀市国際交流員等住居費補助金交付要綱の制定につ 

いて資料５に基づき説明を求めます。 

学校教育課長 議案第６１号甲賀市国際交流員等住居費補助金交付要綱の制定につ

いて資料５に基づき、その提案理由を申し上げます。 

 （以下、資料５により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６１号甲賀市国際交流員等住居費補助金交付要綱

の制定について、何かご意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、特にご質問等ございませんので、議案第６１号甲賀市国

際交流員等住居費補助金交付要綱の制定については原案どおり可決す

ることといたします。 

教育長    続きまして、議案第６２号甲賀市保育園及び認定こども園実施計画

検討協議会設置要綱の一部を改正する要綱の制定について資料６に基

づき説明を求めます。 

教育総務課長 議案第６２号甲賀市保育園及び認定こども園実施計画検討協議会設

置要綱の一部を改正する要綱の制定について資料６に基づき、その提

案理由を申し上げます。 

（以下、資料６により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６２号甲賀市保育園及び認定こども園実施計画検

討協議会設置要綱の一部を改正する要綱の制定について、何かご意見

ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 
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教育長    それでは、特にご質問等ございませんので、議案第６２号甲賀市保

育園及び認定こども園実施計画検討協議会設置要綱の一部を改正する

要綱の制定については原案どおり可決することといたします。 

教育長    続きまして、議案第６３号甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱

の一部を改正する要綱の制定について資料７に基づき説明を求めます。 

学校教育課長 議案第６３号甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正

する要綱の制定について資料７に基づき、その提案理由を申し上げま

す。 

 （以下、資料７により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６３号甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱の

一部を改正する要綱の制定について、何かご意見ご質問等はございま

せんか。 

委員     国の法改正にかかる引き上げですが、このような奨励費はいつの段

階で支給されるのですか。事業が行われる前または終わってからです

か。支給される時期を教えてください。 

教育長    就学奨励費は、学期の終わりに支給されていますが、入学準備費に

ついては、以前は４月に入ってからでしたが、入学前にもらっていた

だけるよう、時期を前倒しして支給出来るようになりました。 

学校教育課長 新入学児さんの入学準備費用は前年度にお渡ししています。特別支

援就学奨励費の支払期日は、学期末で、年３回お支払しております。 

委員     対象となる人数を教えてください。 

学校教育課長 予算ベースで小学校が２４０人、中学校が８０人を想定しています。 

教育長    就学奨励費と次の議案にある要保護及び準要保護も関連があります

ので、その辺りも含め説明いただけると思います。 

他にご意見ご質問等はございませんでしょうか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご意見、ご質問等ございませんので、議案第６３号甲賀

市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いては原案どおり可決することといたします。 

教育長    続きまして、議案第６４号甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学
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援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定について資料８に基づき

説明を求めます。 

学校教育課長 議案第６４号甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要

綱の一部を改正する要綱の制定について資料８に基づき、その提案理

由を申し上げます。 

 （以下、資料８により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６４号甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援

助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定について、何かご意見ご質

問等はございませんか。 

教育長    卒業アルバム代については、特別支援教育就学奨励費には含まれて

いましたか。 

学校教育課長 含まれておりません。 

委員     対象となるのは何人ですか。 

学校教育課長 小学校で９０人、中学校で９５人を想定しています。 

教育長    要保護、準要保護は全学年が対象となりますが、卒業アルバムにつ

いては、最高学年が対象となりますので数は少なくなっています。要

保護、準要保護の対象者は何人ですか。 

学校教育課長 要保護、準要保護の受給者ですが、６月２５日現在で、要保護が１

２人、準要保護が６６３人です。 

教育長    多くの方が要保護、準要保護の支援を受けていただいています。経

済的に苦しいご家庭などから申請いただいており、子どもの教育に関

わる経済的支援につながればと行っているものです。 

委員     小、中学校にはこうした手厚い支援があるのですが、高校に入学す

る時に費用がなく高校へ通えないという事案で相談がありました。県

の支援の対象にはならず、様々な支援を探し、甲賀市の社会福祉協議

会で借りることが出来ました。切れ目のない支援があれば良いのです

が、いろいろな支援があることをこうしたご家庭に知らせていただき

たいと思います。 

教育長    就学支援については、すべての保護者の方にしっかり周知していく

ということで、取り組んでいるところです。 
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教育長職務代理者 卒業アルバム代についてですが、全額支給されるのですか。ご

家庭へはいくら支給されるのですか。変動するものですか。 

学校教育課長 卒業アルバム代については、中学校が１０，８９０円、小学校が８，

７１０円を上限で、実費相当額を支給しており、２分の１が国庫補助

となります。例えば、１０,０００円であれば、５,０００円が国庫補

助、残り５,０００円が市費となっております。 

教育長    他にご意見ご質問等はございませんでしょうか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご意見、ご質問等ございませんので、議案第６４号甲賀

市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する

要綱の制定については原案どおり可決することといたします。 

教育長    続きまして、議案第６５号甲賀市少年補導委員の委嘱について資料

９に基づき説明を求めます。 

社会教育スポーツ課参事 議案第６５号甲賀市少年補導委員の委嘱について資料９

に基づき、その提案理由を申し上げます。 

 （以下、資料９により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６５号甲賀市少年補導委員の委嘱について、何か

ご意見ご質問等はございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、特にご質問等ございませんので、議案第６５号甲賀市少

年補導委員の委嘱については原案どおり可決することといたします。 

教育長    続きまして、議案第６６号甲賀市文化のまちづくり審議会委員の委

嘱について資料１０に基づき説明を求めます。 

社会教育スポーツ課長（公民館・図書館統括担当） 議案第６６号甲賀市文化のま

ちづくり審議会委員の委嘱について資料１０に基づき、その提案理由

を申し上げます。 

 （以下、資料１０により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６６号甲賀市文化のまちづくり審議会委員の委嘱

について、何かご意見ご質問等はございませんか。 

委員     文化のまちづくり審議会委員は学識経験者とありますが、どのよう
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なジャンルの方が推薦されているのですか。 

社会教育スポーツ課長（公民館・図書館統括担当）それぞれ文化芸術の分野などで

関わりを持っておられる方々から選出させていただいています。 

教育長    それぞれどういったジャンルで活動されているか紹介してください。 

社会教育スポーツ課長（公民館・図書館統括担当）１番の今西さんは、県歌人協会

に所属されており、言葉の表現者の観点から、２番の西川さんは、元

教員であり、平成３０年度甲賀市美術展の会長で、児童クラブの事務

局をされていた経験もあり、美術教育の視点からご意見をいただける

よう選出させていただいております。３番の山之内さんは、アールブ

リュット関連で、文化芸術分野に携わる経験から、４番の横川さんは、

甲賀市観光協会事務局長で観光の視点からご意見をいただくこととし

ています。５番の福井さんは、東海道伝馬館のスタッフで、ＮＰＯ法

人東海道宿駅会議に所属し、俳句サークルにも関わり、街道文化のま

ちづくりなどの関係でご意見をいただくこととしています。６番の清

水さんは、びわこの風オーケストラ団員でオーケストラの運営などに

携わり、市内外で活躍され幅広い視点から、７番の瀬古さんは、元教

員で滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会委員を経験され

ており、美術を通じたまちづくりについて、８番の河尻さんは、アレ

ックスシネマのご所属で民間の文化施設経営の視点から、９番の大野

さんは、人形劇団むすび座代表で幅広い見聞から、１０番の早川さん

は、アールブリュット作品を生み出しているやまなみ工房での現場経

験から、１１番の宇田さんは、文化協会連合会の会長で総合的に文化

芸術について、１２番の雲林院さんは、信楽焼の陶芸家で、陶芸の分

野からそれぞれ提言をいただくこととしております。 

教育長    他にご意見ご質問等はございませんでしょうか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご意見、ご質問等ございませんので、議案第６６号甲賀

市文化のまちづくり審議会委員の委嘱については原案どおり可決する

ことといたします。 

教育長    続きまして、議案第６７号臨時代理につき承認を求めることについ
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て（臨時代理第２５号水口東・岩上保育園統合認定こども園実施計画

検討協議会委員の解嘱について）、並びに議案第６８号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第２７号水口東・岩上保育園

統合認定こども園実施計画検討協議会委員の委嘱について）に関しま

しては、一括しての提案説明を求めます。 

教育総務課長 議案第６７号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理

第２５号水口東・岩上保育園統合認定こども園実施計画検討協議会委

員の解嘱について）、並びに議案第６８号臨時代理につき承認を求め

ることについて（臨時代理第２７号水口東・岩上保育園統合認定こど

も園実施計画検討協議会委員の委嘱について）は関連いたしますので、

一括して提案理由を申し上げます。 

    （以下、資料１１、資料１２により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６７号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第２５号水口東・岩上保育園統合認定こども園実施計画検

討協議会委員の解嘱について）、並びに議案第６８号臨時代理につき

承認を求めることについて（臨時代理第２７号水口東・岩上保育園統

合認定こども園実施計画検討協議会委員の委嘱について）に、何かご

意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第６７号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第２５号水口東・岩上保育園

統合認定こども園実施計画検討協議会委員の解嘱について）、並びに

議案第６８号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理第

２７号水口東・岩上保育園統合認定こども園実施計画検討協議会委員

の委嘱について）は原案どおり承認することといたします。 

教育長    続きまして、議案第６９号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第２６号伴谷幼稚園・伴谷保育園統合認定こども園実施

計画検討協議会委員の解嘱について）、資料１３を基に説明を求めま

す。 

教育総務課長 議案第６９号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理



16 
 

第２６号伴谷幼稚園・伴谷保育園統合認定こども園実施計画検討協議

会委員の解嘱について）、その提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１３により説明） 

教育長    ただ今の、議案第６９号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第２６号伴谷幼稚園・伴谷保育園統合認定こども園実施計

画検討協議会委員の解嘱について）、何かご意見ご質問等はございま

せんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第６９号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第２６号伴谷幼稚園・伴谷保

育園統合認定こども園実施計画検討協議会委員の解嘱について）は原

案どおり承認することといたします。 

教育長    続きまして、議案第７０号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第２８号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱

について）、資料１４を基に説明を求めます。 

教育総務課長 議案第７０号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時代理

第２８号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について）、

その提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１４により説明） 

教育長    ただ今の、議案第７０号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第２８号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて）、何かご意見ご質問等はございませんか。 

教育長    １６番、１７番の方は学識経験者ですが、どのような専門の方です

か。 

教育総務課長 １６番の方は栄養士、１７番の方は養護教諭の経験者です。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第７０号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第２８号甲賀市学校給食セン

ター運営委員会委員の委嘱について）は原案どおり承認することとい

たします。 
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教育長    続きまして、議案第７１号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第２９号甲賀市スポーツ推進委員の委嘱について）、資

料１５を基に説明を求めます。 

社会教育スポーツ課参事 議案第７１号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第２９号甲賀市スポーツ推進委員の委嘱について）、その

提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１５により説明） 

教育長    ただ今の、議案第７１号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第２９号甲賀市スポーツ推進委員の委嘱について）、何か

ご意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第７１号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第２９号甲賀市スポーツ推進

委員の委嘱について）は原案どおり承認することといたします。 

教育長    続きまして、議案第７２号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第３０号甲賀市スポーツ推進審議会委員の解嘱につい

て）、並びに議案第７３号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３３号甲賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について）

に関しましては、一括しての提案説明を求めます。 

社会教育スポーツ課参事 議案第７２号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３０号甲賀市スポーツ推進審議会委員の解嘱について）、

並びに議案第７３号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時

代理第３３号甲賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について）は関連

いたしますので、一括して提案理由を申し上げます。 

    （以下、資料１６、資料１７により説明） 

教育長    ただ今の、議案第７２号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３０号甲賀市スポーツ推進審議会委員の解嘱について）、

並びに議案第７３号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時

代理第３３号甲賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について）、何か

ご意見ご質問等はございませんか。 
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       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第７２号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第３０号甲賀市スポーツ推進

審議会委員の解嘱について）、並びに議案第７３号臨時代理につき承

認を求めることについて（臨時代理第３３号甲賀市スポーツ推進審議

会委員の委嘱について）は原案どおり承認することといたします。 

教育長    続きまして、議案第７４号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第３１号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱につい

て）、並びに議案第７５号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３４号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱について）

に関しましては、一括しての提案説明を求めます。 

社会教育スポーツ課参事 議案第７４号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３１号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱について）、

並びに議案第７５号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時

代理第３４号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱について）は関連

いたしますので、一括して提案理由を申し上げます。 

   （以下、資料１８、資料１９により説明） 

教育長    ただ今の、議案第７４号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３１号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱について）、

並びに議案第７５号臨時代理につき承認を求めることについて（臨時

代理第３４号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱について）、何か

ご意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第７４号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第３１号甲賀市少年センター

協議会委員の解嘱について）、並びに議案第７５号臨時代理につき承

認を求めることについて（臨時代理第３４号甲賀市少年センター協議

会委員の委嘱について）は原案どおり承認することといたします。 

教育長    続きまして、議案第７６号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第３２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の解
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嘱について）、並びに議案第７７号臨時代理につき承認を求めること

について（臨時代理第３５号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委

員の委嘱について）に関しましては、一括しての提案説明を求めます。 

社会教育スポーツ課参事 議案第７６号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の解嘱

について）、並びに議案第７７号臨時代理につき承認を求めることに

ついて（臨時代理第３５号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員

の委嘱について）は関連いたしますので、一括して提案理由を申し上

げます。 

   （以下、資料２０、資料２１により説明） 

教育長    ただ今の、議案第７６号臨時代理につき承認を求めることについて

（臨時代理第３２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の解嘱

について）、並びに議案第７７号臨時代理につき承認を求めることに

ついて（臨時代理第３５号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員

の委嘱について）、何かご意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、議案第７６号臨時代理につ

き承認を求めることについて（臨時代理第３２号甲賀市青少年自然体

験活動推進委員会委員の解嘱について）、並びに議案第７７号臨時代

理につき承認を求めることについて（臨時代理第３５号甲賀市青少年

自然体験活動推進委員会委員の委嘱について）は原案どおり承認する

ことといたします。 

教育長    ありがとうございました。協議事項は以上でございます。 

続きまして、４．その他、連絡事項についてお願いします。 

（１）令和元年度（２０１９年度）甲賀市人権教育連続セミナーの 

開催について説明を求めます。 

人権推進課参事 ２０１９年度の人権教育連続セミナーと人権教育研究大会につい

て連絡いたします。４回の連続セミナーと１回の研究大会を資料の内

容により、人権について学んでいただく機会とするために開催をしま

す。９月７日（土）の研究大会については、「いのち輝く未来のため
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に」というテーマで、ボッチャに関連した行事をさせていただきます。

学校や園、地域、企業などに周知し、より多くの方に参加いただく予

定です。以上、人権教育課からの連絡とさせていただきます。 

教育長    事前申込は必要ですか。 

人権推進課参事 事前申込をしていただき、参加者のとりまとめをいたします。 

教育長    委員の皆様方も聞いてみたいと思われたら、チラシにある電話番号

に連絡していただいたら良いですね。 

人権推進課参事 よろしくお願いいたします。 

教育長    続きまして、（２）（３）については関連がございますので、一括し 

て連絡をお願いします。 

教育総務課長 連絡をさせていただきます。（２）令和元年第３回（７月定例）甲

賀市教育委員会につきましては、令和元年７月３１日（水）１４時０

０分から開催をさせていただきます。（３）令和元年第３回甲賀市教

育委員会委員協議会につきましては、令和元年７月１８日（木）９時

００分から開催させていただきます。なお、委員協議会のテーマとい

たしましては、教科用図書の資料について、令和２年度予算編成方針

について、給食費滞納状況および収納対策について、市内小中学校に

おける児童生徒の状況についてを予定しております。委員の皆様にお

かれましては大変お忙しい中ではございますが、ご出席いただきます

ようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

教育長    他に連絡事項等、ございますでしょうか。 

教育長    それでは、これをもちまして、令和元年第２回甲賀市教育委員会定

例会を閉会とさせていただきます。 

 

〔閉会 午後５時００分〕 

 

 

 

 


